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自 動車運転競技規則

全日本学生自動車連盟



自動車連転鈍技規則

第 1 条 目 的

この競技忙おいて は ，与えられた車輛を使用し て正確且つ安全 な運転 を

行ない与え られたコースを合理的況定められた時間内 に走破すること を 目

的とする。

．．
 

第 2 条 規則の適用

L
 

＂ ,p 

この障技規則は全日 本学生自動車連盟の主催，公認する競技匠対し て滴

用する'.)

第 3 条 大会会長 ，宗判委員会，及び競技会役員iて関する短宕

1 大会会長

大会会長は卸技会四 関する一切の粧限 と責任を有する。

2 畜判委員会

講成

a．．審判委員長

b 審判委員

C. 連盟各支部委員長（但し支部主催の競技匠 ついては支部委員長及び

副委員長がこれ匠あたる。）

1 審判委員会は審判忙関する一切の枠限 と責任を有する 。

ii 審判冗不審ある場合，審判委員長は志判委員会を招集し，その検

討ならび匠決定を計る。

但し，緊急の場合け審判委鼻長がその決定を行なう 。

3 競技会役員：次の役員名とその数は原則的なものてあるから，状況に

よって主併者は加盟団体の同意を得てこれを変面することがで含る。
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審 判 委 員 長 1 名

審 判 委 員 各種目佑侭 1 名

計 時 員 ” 2 名

出 発 合 図 員 ” 1 名

決 勝 合 図 員 ” 1 名

コース審判員 ” 若干名

記

I 

I I 

録 員（主任） ” 1 名

審判委員長 ．宰判委員長は蹄技忙関する全ての問顆忙責任を負い

本規則陀規守されていないものを判定する権限を有ずる 3

審判委員．審判委員は宰半II委員長の補佐として所定の競技車匹

同乗し，規則違反，妨害，濡点串項の有無を記録し審判委員長匹邦

告しなければな-ら ない。

Ill 計 時 員：各種目とも二人の言十時員を必要とし，二個の時計て

正式忙時間を記録する。

!Ill 出発合図員．出発合図員は，競技規則侭定められセる範囲内 iてお

いて，出発点陀おける全ての問題を裁定する権限を有する'.)

V 決勝合図員：決勝合圏員は競技規則に定められたる範囲内 紅おい

て，決睛点 t［おけ る全て の問顆を裁定する権限を有する 。

VI コース審判員：コース審判員は相異なる三枚以上を一組として構成

し，競技規則匹定められたる節囲内において車輛がコース面忙及厄

す全ての間顎を裁定する権限を有する 。

VII 記 録 員．．記録員は計時主任，裾判委員より渡された各坪目の

時間，同乗宰判点，事故竺の減点含和を集め，ー表侭綱め審判委員

長に報告しなければなら・ない。なお，記録主任 1名の下して各種目毎
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忙，任意の人数をおくことがでぎる。

VIII 各審判委員は必要と認めた時はその識権をもっていて審判委員長

に規則違反者を指摘することがてきる。

4 資格

審判委員長ならび［こ審判委員： OB審判部員

審 判 員：現役自郵車部員沢て連盟登録後 1年以上を経た者。

第 4 条 罪技者忙関する規定

この規則忙より行われる競技会に参加する罪技者は，競技会主催団体

紅競技閉始 1カ月以前匹登録され，使用車輛以上の運転免許を有し ，ク

ラプ在箱 4年以下 （綿入学はこの限りに非す）の者て且つ競技日から逆

のぼって］ヵ年間匠刑事事件及び下記の交通違反 （含事故）を犯してい

ない者匠伽る。

a. l万円以上の罰金を課せられた遵反

b. l日以上の免許停Lf-を受 けた違反

2 団体戦しこおいて競技者は ］競技種目忙対し 1名以上とし、各種目とも

正選 手 1名忙補欠選手 1名を附加して，王催者指定日注でvc,主借者に

登録された者てなければならない。

l 3 止む倶ぬ理由匠より正選手侭代って補欠選手か出場する場合忙は，競

技会関始 1時間前まで忙その旨を文専をもって加盟団体責任者名にて，

主催者佼届け出ることっ

4 団体椴紅おいて］人の競技者が 2種目以上の競技忙重複して出場する

ことはてぎない c

5 三種戦（て登録された正選手及び補欠選手は団体戦侭出場することはで

含ない。
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6 三種戦におい ては登録さ れた正選手及び補欠選手以外は出場できない。

7 三種戦は団体戦 と同様 の扱いと する 。但し総合杯の点は団体戦とは別

である。

第 5 条 競技者 の義務

1 常 忙スポ ーツマン として立派な態度を持し，公正侭行動し，言語侭慎

しむこと 。

2 競技規則及び競技管理上あらゆ る規定を守ること。

3 選手は競技．中トレ ーニング・ンャッ， トレーニングパンツ，運郵靴等の

運動着を着用 のこと 。但しドライピ ンググ ロー プ等 のものは認めない。

4 競技者は出場種 目以上 の渾転免許証 を競技中常匠携帯するこ と。 ～ 

5 選手は自分 のス タート順 の 2番前侭原則としてスタ ート地点に待機し

ていなければ ならない。

自分のスクート時間より 5分以上遅れた場合は失格とする 。

なお，前競技者が棄権した場合各スク ート地点にその 旨明示する 。

第 6 条 競技種目

1 男子団体励匠おい ては，大別貨物自動車，小型貨物自励車 ，普通乗用

自動車，小型乗用自動車の 4種目とする 。

2 男子三種戦侭 、おいては，第 1項の小型乗用自動車を除く 3種目とする 。

3 女子団体戦侭おいては，第 1項の大 剖貨物 自動車を除く 3種目と する 。

第 7 条 車輛の規定

1 競技車輛は現行 の交通法拮侭定められた諸機能 を有するも のでなけれ

ばならない。

2 大型貨物自動車： 大型貨物自動車とは最大精蔀最 3.5 トン以上の車輛

をいう 。

- 4 -



3 普通乗用自勁車：ホイルベース 2.5 l m以上かつ排気量 2,000C cl;:しヒ

の乗用車をい う。

4 小型乗用自動車 ：．ホイル ベース 2.5 0 m以下 でかつ 1,600cc以下 C, 但

し軽自動車は含まない。

5 小型貨物 自動車： 4ナン バーのキャ プオ ーバー タイ プの車輛をいう 。

6 主催者は 上記以外の車輛を使用す る場合， 加盟団体及び審判委員会 の

同意をえて競技種目を変更出来る 。

第 8 条 コースの規定

コース作成者は車種匠よりコース侭特徴をもたせねばならない。

2 コースは次のものを原則として入れねばならない。

クランクと S字の前進とどちらか一方の後進

II 四角または 円内での方向転換

3 スクー ト，ゴ ールはスク ー トライン，ストッ プライン，ゴ ールライン

そしてサイドラインで構成さ れ ているボックスとする。

4 ボックス忙おいては入口は 四輪通過後生 含，出口は確認終了後死ぬこ

とを原則とする。

5 浮缶を設ける場合 ，その通過 の仕方を 一切規制してはならない。

第 9 条 コース及び車輛 の発表

コース内容代ついては原則 として事前忙発表する。

2 競技 に使用され る車輛 は， 原則 として事前忙発表する。

3 審判委員会が必要を認めた場合は，公表されたコース及び車輛 を事前

の通告なし忙変更 することー で きる。

コース変更が生じた場合審判委員会は競技会開始前 まで匠明白な指示

を与えなければ ならない。 この場合最終指示のみ有効とする。車輛 の変
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更についてはその必要を認めない 。

第 l 0 条 ・ 競技方法

1 競技者は宕め られ た位置より出発し，与えられたコースを指示された

順序侭従い規定時間内に，正常なる運転方法花よ り走行し， 第 17条の

採点方法侭より競技を争い順位を競う。

2 競技者の出発順位は抽選侭よって守める。

第 11 条 競技開始

1 出発合因員 の胆が振り降され始めた時，競技は開始されたものとする。

但し出発合図 の旗は国旗とする。

2 出発匠際して出発合医前花「用意」の掛声があった以後，競技車の如

何なる運転操縦装置忙も手足を触れてはならず，またサイ ドプ レーキは

完全に引いておかねばな らな い。なおエンジンは回転状態忙しておく。

3 出発合図員は各コースの審判員及び選手より準備完了の合図があ った

時紅初めてスクートの合即をすることができる。

4 出発前の車の移動は原則としてスタートラインとゴールライ ンの 間と

する。

第 l2 条 コー ス内の走行

1 競技車輛は一旦コース匠入りスクート審判員の旗が振り降ろされた後

は，ゴ ール審判員の笛が吹かれるまでコース 外匠出る 事を禁止する 。

2 競技者はスクート合図があった後ゴールの合固がある主で如何なる理

由と言えども競技車輛より離れることはできない。

また，コース面 匠身体の一部を触れてはならない。

第 13 条 競技終了

1 全コ ース走行後ゴ ールラインを四輪が通過し四輪が静止したことを，
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審判員が確認し笛を吹いた時をもってゴールとする。尚，ゴールライ ン

は延長しているものとみなす。但し競技終了は競技者が競技車輛より下

車した時とする。

2 ゴールの笛が吹かれた後は如何なる理由と いえどもコース内陀入る事

を禁止する。また後進も認めない。

第 14 条再競技

1 止むを得ぬ競技車の事故その他匠よ り，運転不能または運転に影響あ

る場合，競技者は審判委員 忙再競技を要求することができる。

2 再競技は審判委員匠よってその要求の滴否を検証後許されるものとす

る。但し要求が認められなかった場合には，経過した時間は全て競技者

の走行時間陀繰り入れられ るものとする 。 ゴー ル後の再競技の要求忙は

応じない。

3 競技中，事故その他の理由忙より競技続行不能な堺合は ，審判委員会

の判断を待つ事とし，競技続行に影響ある場合は正常な状態に復帰した

後再スクートを行なう。この場合再ス クート の位置をスク ート 地点とす

るか，競技車故障地点とするかは審判委員の判断匠よるものとし，出発

地点から再スクートを行なう場合は 2番後やり直しとする。

4 当該種 目において全員失格の場合は再レ ースを認めない。

5 その他の事項においては審判委員会の判断を待つ。

第 15 条 計測方法

1 巻尺による場合は正確匠コース面侭接した状態で 2回以上計測するこ

とを必要とする。

2 全て の計測はセンチ単位 の 目盛 のある政府検定ずみの巻尺（計器）か，

またはこれを墓本陀して審判委員会忙て作製さ れた計測補助器で行なわ

- 7 -



れねばな らない。

第 16 条 言十時方法

1 計時審判員は競技毎侭 各選手の走行時間を 2個の時計で計測し ，予め

定められた規定時間内に走破したか否かの判定基準とする。

2 スクート 地点侭 て出発合図員がス クート合図した時より走行時問が計

測が始 めら れ，ゴー ルラ イン及び， その延長上 を四幹が通過し四輪が静

止した時をもって時間の計測は終る。

3 計時忙用いられた 2個の一致した時計で記録されたものを正式の時間

とする。

もし 2個の時間が不一致の塩合は 2個の時計が記録したものを算術平

均したものを正式の時間とする。万ー競技中に一方の時計が故障した場

合は 1個のみで計測する。

4 競技中において競技車が故障した場合，審判委員が競技車が故障した

時より再び競技を開始した時間を計測し，スクート審判員が計測した時

間よりこれさし引いたものを走行時間とする。

5 時計は使用前 24時間以内に 30分試計したもので誤差 1秒以内のも

のでなければならない。

6 計時単位は秒未海切捨 とヽする。

第 17 条 採点方法

1 減点方法をとる

2 競技者は走行中の障害物との接触，脱輪，接輪，走行時間及び運転操

作等忙より減点される 。

第 18 条 優先罰則

第 4条，第 5条，第 20条匠違反したものと審判委員が認めた罪技者ま
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たはチームは，本規則の他の罰則規定匠関係なく失格とし，審判委員会の

判断により退場を命ずることがある 。

第 19 条 失格

失格とは順位を決定されないもので次侭定める項目忙該当したと審判委

員が認めた場合である 。

1 頬定コー ス忙背いて走行した場合 （全輪脱輪を含む）

2 標識その他の構造物に接触した場合

3 規定制限時間を越えた場合

4 規定失格脱接滅点を越えた場合

5 華判員がゴールライン通過の確認 の合図をする以前忙下車した場合。

6 本規則匠分められた事項に違反した場合。

7 審判員 の注意勧告匠従わなかった場合。

第 20 条

剌激剤 （含アルコール）というのは競技能力を増進させる薬品で，その

刺激が筋肉や神経に作用したり主たは疲労感を麻痺させるもので，これを

使用した者は競技会匠参加でぎない。

第 21 条 抗 議

1 抗議は 全て 文書をもって参加加盟団体責任者名匠て審判委員会に提出

のこと。但し，規定事項 ，注意事項の解釈ならびに同乗審査についての

杭議は認めない。

2 競技会に参加する競技者の資格妬関する抗議は参加加盟団体青任者名

より文書をもってその競技会終了後一週間以内侭審判委員会に提出 しな

ければならない。この判痒の結果，競技会で発表された順位に変更が生

ずる時は審判委員会は直ち忙その順位を訂正し公表しなければならない。
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3 競技進行中 胚起き た競技者ある いは参加加盟団体の行為忙対する抗議

は，その 競技終了後 15分以内に参加加盟団体責任者名妬て文書をもっ

て審判委員会 に行な わねばならない。

4 抗議をす る場合，抗議者はそ の理 由を 証明し，且つ抗議の相手方を明

らかにしなければ な らない。

抗議 は直揺関係のある競技者所属 団体代表者のみ妬 よって行な われ，

その他集団的抗議は認めな い。

5 公表 された成績Vて関する抗議 は，公表榜 15分以内とする。

6 抗議 が成立しなかった場合は一件に つぎ減点 30点を課する。

第 22 条 順位匠関する規定

1 順位決定は失格数の少 ないも のを上位とする 。尚 ，失格 と棄権が同数

の場合は失格が優先する。

2 失格同数の場合は全種目の総合減点による 。

3 同減点の場合は全種目の罐，脱輪，接輪の各減点をこの順に比較する

ものとし更に同減点の場合は，全種目の総所要時間の少ない もの を上位

とする。

4 種目別の成績Vておける順位決定は減点数の少な い者を上位 と し，同減

点の場合は綿，脱輪，接輪の各減点をこの順に比較するものとし，更に

同減点の場合は所要時間の少ないも の を上位とする 。

第 23 条表彰

総合 優勝， 2位， 3位， 4佐， 5位， 6位

種目別 1位， 2位， 3位

第 24 条 規則の改正

本規則は審判委員会，もしくは加盟団体から問題が提起された場合，加
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盟団体の ｝以上の賛成をもって改正する ことができる っ

付則 ・

第 1 条 審判委員会において必要 と認めた場合コー ス作成者は本規則

以外に脱輪，接輪，クイム減点，その他採点に関して のみ規制することが

できる。

第 2 条 標準時間，制限時間及び失格脱接減点は コース責任者忙より

各コ ースごと侭決定される。

第 3 条 各競技において委員会の承認により，本規則と異なる特則を

定める事がで含る 。 この場合本短則と抵触する部分匠ついては，特則 が優

先す る。但 し，特則は当該競技会のみ匠適用され，競技会終了後はその効

力を失う。
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別表 1 

採 点 日
屯丸

準

減点対 象 減 点 数 備 考

， 
奇数秒超過は偶数秒忙切

I 
り上げる。

標準 時間超過 2秒につぎ 1点
（例） 3秒超過 4秒

減点 2 

制限 時間超過 I 格
以後は競技続行はでぎな

失
い。

罐とは，コース忙，故意

| 

侭置かれた障害物の総称
躍に接触した場合 1輪忙つぎ 20点

で罐の減点は，脱幹，接

輪減点忙加算される。

脱輪とは車輪の一番内側
4輪脱落＝失格

がコースの白縮の外側よ
一輪につき

脱 輪 り完離された場合，ある
0 ＜脱輪距離~ 1 m 

いはコースの外側忙落ち
2 0点.̀, た場合をいう。

一輪につ含 揺輪とは車輪がコース白

接 輪 I 0 ＜接輪距離~ l m 線，コース緑石忙接触し

1 0点 た場合をいう。
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別表 2 

同 乗 審 壺

成；． 項 目 埜準減点

1 工 ン／ ジ ン 工 ン ．ス 卜 5 

ふ か し す ぎぐ 2 
2 ア ク セ Jレ

む ら 2 

使 用 過 度 2 
つJ ク ラ ツ チ

ぁ ら い 2 

-・ ぉ ＜ り 4 

4 ノ‘ ン ド ノレ 内 が け 4 

そ の 他 2 

争ヽしンヽ プ レ／ キ 4 
5 プ レ キ

使 用 過 度 2 

速 い 4 
6 速 度

滑 ら か で な い 4 

ガ リ 音 2 
7 変 速 漁

使用 法 と 時期 2 

発 進 2 

8 衝 動 停 止 2 

変 速 時 2 

運 転 動 作 4 ， 操 作 順 序
停 止 位・ 置 2 

安 全 確 認 2 

10 運 転 感 覚 方 向 感 覚 2 

運 転 態 度 2 

※ 片手ハンドルは極端な場合を除いては減点対象としない。

※ 車輛の動 いている間のドアの開閉は 減`点対象としない。
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⑪ 1. 罐，脱 ，計測例

例 1 ゴー ル し車が静止 した時

1輪～ 3輪が コー ルエ リア 忙接していたり 脱をしていた場合。

1律 5 0点の減点

四輪脱は 失格

例 2 罐に車輪が接触した場合の計浪lの仕方

J

つ
9

3
つつ

:-_-:-:•-: し

t
c
t
t
c

し．』只 J

t:3i年 1
：f←べ：3

車輪ーメ：3罐笛
亨一ェ•J↑ 
1-E-a→ 
I I 

I I 

線限
／
L

制

第 3図 aの範囲内に車輪がある場合は全て備の減点と

接輪の減点が与えられる。
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例 3

ii 

III 

iiil 

車輪が罐に接触しないで制限線の上を通過 した場合の計測の仕方

そのまま通過し た場合

I 

a >1 
I 
I 
I 

切換えしをして通過した塩合

罐をまた がずに戻った場合

罐をまたいで戻った場合

・ 2 a§ 1 4 0点

1 < 2a ~2 6 0点

2 aに相当する脱輪減点と錨の減点が与

えられる 。

2 a<  1 6 0点

2 a vr:相当する脱輪減点と切換えしの数に

相当する脱輪減点と錮の減点が与え られ

る。

a+b< l 4 0点

a+b(IC相当する脱輪減点と切換えしの数

代相当する脱輪減点。

切換え しの数とは軌跡の谷の数

a+b<l 80点

a+bK相当す る脱輪減点と切換えしの

数匠相当する脱輪減点と罐の減点。

V 制限細の上で車輪が停止した場合は接幹減点 I0が与えられる。
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＿ 例 4 車輪が罐匠接触し ないで第 5図のよう匠通過した場合の計測の仕方

コ
ー

ス この場合は錮 の城点と a+

b Vi=相当 する脱輪滅点が与

えられる。

第 5図

VI 脱輪の計測 の仕方

第 5図のような状態の脱幹で，錐がない場合の計祖IIの仕方は，例 4に

おいて罐の減点がないだけ である。

例 1 車輪がコー ス面と並行して脱輪し た場合の言十測の仕方

A
 

aの距離に相当する脱輪減点

点が与えられる 。

第 6図
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例 2 車輪がコース面に並行しないで第 7図のような状態で脱輪した場合

の計測の仕方

A
 

コ
ー
ス

a+ b妬相当する脱輪減点を与える。

第 7図において aVC bが重なった場合

は 2a VC相当する脱輪減点を与える。

第 7図

ẁ 
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v 接輪して脱輪した場合

厳密に言えば脱輪の前代は必らず接輪を伴うが， 1メートル未満の接

輪の後脱輪した場合にはこの接輪を脱輪忙含む。脱輪後接輪する場合も

同様である。

A
 
.• 

コ
—
ス

第 8図

a, C 接輪部分

b 脱輪部分

例 1 a<lm, c<lmの場合

a+b+cの距離忙相当する脱輪減

点が与えられる。

例 2 a<lrri, n<c<n+lの場合

a+b+ (c-n) の距離匠相当す

る脱輪減点と nの距離妬相当する接

輪減点が与えられる。

例 3 n<a<n+l, c<lmの場合

例 2に準ずる。

例 4 n<a<n+ 1, m<c<m+ 1 

の場合

(a-n) +b+  (c-m) の距離

忙相当する脱輪減点と n, m V[相当

する接輪減点が与えられる。
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Vi 接輪の計測の仕方

第 8図の a又は C のように計る 。

VII 継続しての接輪あるいは脱輪は 1メートルを越すたびに新たな接脱輪

とみなす。

第 9図

0. 3メートルが新たな接輪とみなされ接輪数は合計 2となる。脱翰の

場合もこれに準ずる。

VIII ダプルクイヤは 1個の車輪とみなす。

昭和 39年 11月 制 定

昭和 40年 4 月 改 訂

昭和 41年 4 月 改 訂

昭和 42年 4 月 改 訂

昭和 43年 4 月 改 訂

昭和 45年 4 月 改 訂

昭和 49年 4 月 改 訂
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